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群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
一
号 

 
 
 

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入
先
） 

第
五
条
の
二 

条
例
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

茨
城
県
、
栃
木
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県
及
び
山
梨
県
の
各
県
内
並
び
に
東
京
都

内
の
郵
便
局
。
た
だ
し
、
条
例
第
二
十
五
条
の
五
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
払
い
込
む
場
合
に
お
い
て
は
、
全
国
の
郵
便
局 

二 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
（
以
下
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
と
い
う
。
） 

三 

法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
特
定
金
融
機
関
等
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
機
構
指
定
納
付

受
託
者 

四 

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者 

 

第
五
条
の
三
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。 

 

第
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
及
び
領
収
済
通
知
書
」
を
「
並
び
に
領
収
済
通
知
書
」

に
改
め
る
。 

 

第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
中
「
附
則
第
十
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
九
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め

る
。 

 

第
三
十
七
条
の
二
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
三
号
中
「
書
類
」
を
「
も
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
条
の
表
第
十
三
号
の
三
様
式
の
項
を
削
る
。 

 

第
七
号
の
二
様
式
裏
中
「 

 
 
 
 

 

」
、
「 

 
 

 
 

」
及
び
「 

 
 
 
 

 

」
を
削

る
。 

 

第
八
号
の
二
様
式
裏
中
「 

 
 

 
 

 

」
、
「 

 
 

 
 

」
、
「 

 
 

 
 

 

」
及
び 

「 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
削
る
。 

 

第
九
号
様
式
（
第
九
号
様
式
の
個
人
の
事
業
税
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
九
号
の
二
様
式
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

」
を
削
る
。 

 

第
十
号
様
式
（
第
十
号
様
式
の
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
号
の
二
様
式
（
第
十
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
及
び
第
十
号
の
三
様
式

（
第
十
号
の
三
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「 

 
 
 

 
 

」
、
「 

 
 

 
 

」
及

び
「 

 
 

 
 
 

」
を
削
る
。 

 

第
十
一
号
様
式
（
第
十
一
号
様
式
の
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
、
第
十
一
号

の
三
様
式
（
第
十
一
号
の
三
様
式
の
自
動
車
税
（
種
別
割
）
（
集
合
納
付
用
）
納
税
通
知
書
の
裏 

面
）
及
び
第
十
二
号
様
式
（
第
十
二
号
様
式
の
鉱
区
税
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
号
の
二
様
式
（
第
十
二
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
二
号
の
四
様

式
（
第
十
二
号
の
四
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
三
号
様
式
（
第
十
三
号
様
式
第
一

片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
及
び
第
十
三
号
の
二
様
式
（
第
十
三
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の

裏
面
）
中
「 

 
 

 
 

 

」
、
「 

 
 
 

 

」
及
び
「 

 
 

 
 
 

」
を
削
る
。 

 

第
十
三
号
の
三
様
式
を
削
る
。 

 

第
十
四
号
様
式
（
第
十
四
号
様
式
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
五
号
様
式
（
第
十
五
号
様
式
第
一
片

及
び
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
五
号
の
二
様
式
（
第
十
五
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏 

面
）
及
び
第
十
六
号
様
式
（
第
十
六
号
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「 

 
 

 
 

 

」
、

「 
 

 
 

 

」
及
び
「 

 
 

 
 
 

」
を
削
る
。 

 

第
十
六
号
の
二
様
式
（
第
十
六
号
の
二
様
式
の
個
人
の
事
業
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
、
第
十
六
号

の
三
様
式
（
第
十
六
号
の
三
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
領
収
証
書
の
裏
面
）
、
第
十
六
号
の
五
様

式
（
第
十
六
号
の
五
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
領
収
証
書
の
裏
面
）
及
び
第
十
六
号
の
七
様
式

（
第
十
六
号
の
七
様
式
の
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
号
様
式
（
第
十
七
号
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
裏
面
）
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
（
第
十

七
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「 

 
 

 
 

 

」
、
「 

 
 

 
 

」
及
び

「 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

第
四
十
六
号
様
式
、
第
四
十
六
号
の
二
様
式
及
び
第
四
十
七
号
様
式
中
「 

」
を
削
る
。 

 

第
五
十
四
号
の
六
様
式
中
「 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
七
号
様
式
別
紙
２
裏
中
「 

」
、
「 

 
 

 

」
、
「 

 
 

」
及
び
「 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

」
を
削
り
、
「 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
七
号
様
式
表
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
る
。 

 
第
七
十
一
号
様
式
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
、
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
を
加
え
る
。 

 

第
七
十
二
号
様
式
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
、
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
を
加
え
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 

 

■ 

規 
 

則 

、
り
そ
な
銀
行

 
、
横
浜
銀
行

 
、
八
十
二
銀
行

 

、
み
ず
ほ
信
託
銀
行

 
、
り
そ
な
銀
行

 
、
横
浜
銀
行

 
、
八
十
二
銀
行

 

、
Ｐ
ａ
ｙ
－
ｅ
ａ
ｓ

 
ｙ
（
ペ
イ
ジ
ー
）
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

 
及

び
Ｐ

ａ
ｙ

－
ｅ

ａ
ｓ

ｙ
（

ペ
イ

 
ジ
ー
）

 

領
収
証
書
は
、
金
融
機
関
か
ら
別
に
送
付
し
ま
す
。

 、
Ｐ
ａ
ｙ
－
ｅ
ａ
ｓ

 

ｙ
（
ペ
イ
ジ
ー
）
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

 
及
び

Ｐ
ａ

ｙ
－

ｅ
ａ

ｓ
ｙ

（
ペ

イ
 

ジ
ー
）

 

、
り
そ
な
銀
行

 
、
横
浜
銀
行

 

、
八
十
二
銀
行

 

、
Ｐ
ａ
ｙ
－
ｅ
ａ
ｓ
ｙ
（
ペ
イ
ジ
ー
）
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

 

印
 

及
び
Ｐ
ａ
ｙ
－
ｅ

 

ａ
ｓ
ｙ
（
ペ
イ
ジ
ー
）

 

、
横
浜
銀
行

 
、
八
十
二
銀
行

 
、
り
そ
な
銀
行

 

、
横
浜
銀
行

 
、
八
十
二
銀
行

 
、
り
そ
な
銀
行

 

、
Ｐ
ａ
ｙ
－
ｅ
ａ
ｓ
ｙ
（
ペ
イ
ジ
ー
）
及
び
ス

 

及
び
Ｐ
ａ
ｙ
－
ｅ
ａ
ｓ
ｙ
（
ペ
イ
ジ
ー
）

 
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

 

、
横
浜
銀
行

 

、
八
十
二
銀
行

 

、
り
そ
な
銀
行

 

収
納
受
託
者

 
指
定
公
金
事
務
取
扱
者

 

印
 

及
び
印
鑑

 
、
押
印

 
及
び
代
理
人
の

 

印
鑑

 
記
入
し
、
代
表
者
印
を
押
印
し
て

 

及
び
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項

 
、
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項
及
び

 

第
７
２
条
の
２
９
第
２
項

 
第
３
項
（
同
法
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項

 

び
第
７
２
条
の
２
９
第
２
項

 
第
５
項
（
同
法
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項

 
並
び

 

に
第
７
２
条
の
２
９
第
２
項
及
び
第
６
項

 

及
び
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項

 
、
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項
及
び

 

第
７
２
条
の
２
９
第
２
項

 
第
３
項
（
同
法
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項

 

び
第
７
２
条
の
２
９
第
２
項

 
第
５
項
（
同
法
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項

 
並
び

 

に
第
７
２
条
の
２
９
第
２
項
及
び
第
６
項

 
第
２
４
条
の
４
第
５
項

 
第
２
４
条

 

群
馬
県
収
納
代
理
金
融
機
関

 
（
り
そ
な
銀
行
及
び
八
十
二

 

銀
行
を
除
く
。
）

 

記
入
し
て

 

及
 

及
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」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
三
号
様
式
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
に
改

め
、
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

」
を
加
え
る
。 

 

第
七
十
六
号
の
三
様
式
、
第
七
十
六
号
の
四
様
式
、
第
七
十
六
号
の
五
の
二
様
式
、
第
七
十
六
号

の
五
の
三
様
式
、
第
七
十
六
号
の
五
の
四
様
式
、
第
七
十
六
号
の
五
の
五
様
式
、
第
八
十
三
号
様
式
、

第
八
十
四
号
様
式
、
第
百
一
号
様
式
、
第
百
二
号
様
式
、
第
百
十
七
号
の
六
様
式
、
第
百
十
七
号
の

三
十
四
様
式
及
び
第
百
十
七
号
の
三
十
五
様
式
中
「 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
加
え
る
。 

  

第
百
二
十
四
号
様
式
中 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

「 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の

改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定

に
よ
り
発
せ
ら
れ
て
い
る
通
知
書
等
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ

り
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

     

                                       

の
４
第
７
項

 

そ
な
銀
行
及
び
八
十
二
銀
行
を
除
く
。
）

 

群
馬
県
収
納
代
理
金
融
機
関

 
（
り

 

及
び
第

 

７
２
条
の
２
８
第
２
項

 
、
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項
及
び
第
７
２
条
の
２
９
第
２
項

 

第
２
４
条
の
４
第
６
項

 
第
２
４
条
の
４
第
８
項

 

及
び
第
７
２
条
の
２
９
第
２
項

 

第
５
項
（
同
法
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項

 

６
項

 

並
び
に
第
７
２
条
の
２
９
第
２
項
及
び
第

 

第
３
項
（
同
法
第
７
２
条
の
２
８
第
２
項

 

氏
名
又
は

 
名
 
 
称

 
印
 

 
年
 
 
月
 

 
日
生

 

 

「 

」 

に
、 

氏
名
又
は

 
名
 
 
称

 
 
 

年
 
 
月
 

 
日
生

 

 

３
 
※
印
の
部
分
は
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」

 

」 

氏
 
 
名

 
印
 

 
年
 
 
月
 

 
日
生

 

 

印
 
 

 
を 

」 

氏
 
 
名

 
印
 

 
 
 
月

 
 
日
生

 

 

 
 

 」 に
改
め
、 

「 

を
削
る
。 
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